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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 30日 (2007.7.30)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 オ ペ ラ ン ド を 格 納 す る メ モ リ と 、
　 前 記 メ モ リ に は 含 ま れ な い 少 な く と も １ つ の 汎 用 レ ジ ス タ と 、
　 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 を 実 行 す る プ ロ セ ッ サ 回 路 と 、 を 備 え 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 少 な く と も １ つ が 、 デ ー タ ・ エ レ メ ン ト を 前 記 メ
モ リ と 前 記 少 な く と も １ つ の 汎 用 レ ジ ス タ と の 間 で 転 送 す る た め の も の で あ り 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の １ つ の 命 令 が 、
　 （ ａ ） 前 記 メ モ リ の 中 の 連 続 し た デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 第 １ 部 分 内 の デ ー タ ・ エ レ メ ン
ト 間 の 第 １ の オ フ セ ッ ト と 、
　 （ ｂ ） 前 記 メ モ リ と 前 記 少 な く と も １ つ の 汎 用 レ ジ ス タ と の 間 で 転 送 さ れ る べ き デ ー タ
・ エ レ メ ン ト の 第 １ の 数 と 、
　 （ ｃ ） 前 記 メ モ リ の 中 の デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 前 記 第 １ 部 分 と 第 ２ 部 分 と の 間 の 第 ２ の
オ フ セ ッ ト と 、 を 指 定 し 、
　 第 １ の 汎 用 レ ジ ス タ 及 び 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ を 更 に 備 え 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 １ つ の 命 令 が 、 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令
の う ち の １ つ を 実 行 す る こ と に 応 答 し て 、 デ ー タ ・ エ レ メ ン ト を 前 記 メ モ リ と 前 記 第 １ の
汎 用 レ ジ ス タ 及 び 前 記 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ の 両 方 と の 間 で 転 送 し 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 １ つ の 命 令 が 更 に 、 前 記 メ モ リ と 前 記 第 １ の
汎 用 レ ジ ス タ 及 び 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ の 両 方 と の 間 で 転 送 さ れ る べ き デ ー タ ・ エ レ メ ン ト
の 合 計 数 を 指 定 す る 、 デ ー タ 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 多 重 ア ド レ ッ シ ン グ ・ モ ー ド を 用 い る 方 法 で あ っ て 、
　 オ ペ ラ ン ド を 格 納 す る メ モ リ を 設 け る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 メ モ リ に は 含 ま れ な い 少 な く と も １ つ の 汎 用 レ ジ ス タ を 設 け る ス テ ッ プ と 、
　 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 を 実 行 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の
う ち の 少 な く と も １ つ が 、 デ ー タ ・ エ レ メ ン ト を 前 記 メ モ リ と 前 記 少 な く と も １ つ の 汎 用
レ ジ ス タ と の 間 で 転 送 す る 、 前 記 実 行 す る ス テ ッ プ と 、



　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 少 な く と も １ つ を 用 い て 、 前 記 メ モ リ の 中 の
連 続 し た デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 第 １ 部 分 内 の デ ー タ ・ エ レ メ ン ト 間 の 第 １ の オ フ セ ッ ト を
指 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 少 な く と も １ つ を 用 い て 、 前 記 メ モ リ と 前 記
少 な く と も １ つ の 汎 用 レ ジ ス タ と の 間 で 転 送 さ れ る べ き デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 第 １ の 数 を
指 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 少 な く と も １ つ を 用 い て 、 前 記 メ モ リ の 中 の
デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 前 記 第 １ 部 分 と 第 ２ 部 分 と の 間 の 第 ２ の オ フ セ ッ ト を 指 定 す る ス テ
ッ プ と 、
　 第 １ の 汎 用 レ ジ ス タ 及 び 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ を 設 け 、 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う
ち の １ つ を 実 行 す る こ と に 応 答 し て 、 デ ー タ ・ エ レ メ ン ト を 前 記 メ モ リ と 前 記 第 １ の 汎 用
レ ジ ス タ 及 び 前 記 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ の 両 方 と の 間 で 転 送 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 １ つ の 命 令 を 用 い て 、 前 記 メ モ リ と 前 記 第 １
の 汎 用 レ ジ ス タ 及 び 前 記 第 ２ の 汎 用 レ ジ ス タ の 両 方 と の 間 で 転 送 さ れ る べ き デ ー タ ・ エ レ
メ ン ト の 合 計 数 を 更 に 指 定 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 １ つ の 命 令 が 更 に 、 前 記 メ モ リ の 中 の デ ー タ
・ エ レ メ ン ト の サ イ ズ を 指 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー タ 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 １ 又 は そ れ よ り 多 い 命 令 の う ち の 前 記 １ つ の 命 令 が 更 に 、 前 記 少 な く と も １ つ の 汎
用 レ ジ ス タ の 中 の デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の サ イ ズ を 指 定 す る こ と と は 別 個 に 且 つ そ の こ と と
は 独 立 し て 前 記 メ モ リ の 中 の デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の サ イ ズ を 指 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー
タ 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 プ ロ セ ッ サ 回 路 が 、 転 送 さ れ る べ き デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の 合 計 数 を 前 記 メ モ リ の 中
の デ ー タ ・ エ レ メ ン ト の サ イ ズ に 基 づ い て 決 定 す る 請 求 項 １ の デ ー タ 処 理 シ ス テ ム 。
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